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【幸村】 いま年齢の話があっ

たのですが、鈴木さん、弁護

士に何歳くらいまでに来てほ

しいとか、求めている人物像

などがありましたら教えてい

ただけないでしょうか。

【鈴木】 年齢というよりは、

金融庁で働いていただく場合

行政庁の求める人物像 には課長補佐クラスが前提な

のです。課長補佐クラスです

と、例えば公務員試験を受け

たI種の方々でも、だいたい

30代後半くらいまでが補佐な

のです。その後になるといわ

ゆる課長とか企画官とか、管

理職になってしまいます。各

省によって事情は異なると思

いますが、当庁の場合、課長

相当職のポストを用意するの

は困難であり、そのようなポ

ストに就いていただくことは

不可能なのです。

そういう意味で、課長補佐

クラス、20代後半から30代半

ば、後半くらいまでの方とい

うのは前提になっておりま

す。

【幸村】 課長補佐というのは、

我々、公務員をやった人間だ

とわかるのですが、具体的に

コメンテーターの紹介

モデレーター

鈴木 均 ●Hitoshi Suzuki
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金融庁総務企画局総務課
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はどういう位置づけの人と聞

けばよろしいのでしょう。

【鈴木】 一言で言うのは難し

いのですが、課長がいて、そ

の下に課長補佐がいるわけで

す。その下に係長がいて、あ

るいは若い係員がいる。です

からそういう意味では課長の

次の、下のポストくらいとい

う感じです。

【幸村】 実働の中核という感

じですかね。

【幸村】 先ほど40代という話

があって、その年代だとやり

たくてもできないという話が

ありましたが、皆さん、事務

所との関係、お客さんとの関

係、もしくは、家族との関係

は何か問題はありませんでし

たか。

【伊藤】 私の場合はまず留学

に行く段階で、これまでやっ

てきた仕事の割り振りの問題

に直面しました。やはり4～5

年弁護士をやっていますと、

それなりに懇意なお客さんも

出来るようになり、「じゃあ、

これで私は数年間いなくなり

ますので」というのは、なか

なか言いにくい状況があった

のは事実です。ですからその

点は、弁護士が違う職に就く

ときに問題となることだと思

います。これはやはり年齢が

上に行けば行くほど、そうい

う結びつきはたくさんできて

くると思いますので、そうい

う意味では年齢が上になれば

なるほど難しくなってくると

家族・事務所との関係 
と言い出すタイミング 

いう事実はあるように思いま

す。

私自身、心理的にはやはり

2年間留学して、さらにまた2

年間弁護士と違うことをやっ

て、ちゃんと復帰できるのか

という不安があったのは事実

です。それこそ4年間全く違

うことをやることになるの

で、当時の私からすると4年

間弁護士をやってその後4年

間違うことをやるということ

で、当時、法改正も頻繁でし

たので、こんなことをやって

いてちゃんと復帰できるのだ

ろうかと不安になったのは事

実です。その点はかなり悩ん

だところはあります。

ただ、せっかくこういう機

会なので思い切ってやってみ

ようという思いで飛び込んだ

というのが正直なところで

す。

その後、私は、結局はもと

の事務所には戻らず、現在の

事務所に移ることになりまし

た。

【太田】 私の場合は今、同じ

事務所に戻っています。問題

は、一つがやはり自分が担当

しているお客さんとの間の訴

訟も含めた仕事をどういうふ

うに引き継ぐのかという話

と、もう一つは事務所との関

係という問題でした。

まず私が採用されて「来て

ください」と言われたのが、

採用予定のだいたい半年くら

い前だったと思います。一般

的にはおそらく6か月前とい

うのは当時としては長いほう

で、もっと短い期間で決まる

省庁もあったようです。その

頃からまずお客さんとの関係

では自分だけ仕事をしている

案件は、なるべく他の弁護士

をこっそりと巻き込むような

形で何とかスムーズに移管す

るように工夫をしながらやっ

ていました。

一方事務所にいつ言うかと

いう問題は、そろそろまずい

なということで4か月くらい

前に事務所に言いました。

「特許庁で特許とかそういう

ものを勉強したいんですけれ

ど」「ああ、それはいいこと

だよ。じゃあ来年から行くの

かい。来年から応募するのか

い」「いや、もう決まってい

まして」「何？」という形に

なってしまいましたが。ただ

結局、3～4か月ではやはり仕

事の引き継ぎがうまく行かな

くて、省庁側に事情を相談し

て1か月くらい着任を先延ば

ししてもらいました。

いま伊藤さんもおっしゃっ

たのですが、顧客との関係の

引き継ぎにはやはり半年近く

くらいは必要なのかなという

ことを感じています。期間に

ついては、私の場合も先ほど

金融庁さんのお話にもありま

したように、基本的には2年

くらいいてくださいというお

話がありましたが、私はわり

と腰抜けなところがあって、

2年行ったら絶対にダメにな

っちゃうと思っていたので、

1年にしてくださいと。その

代わり1年間一生懸命やりま

すからということで了承をも

らいました。

もっとも、私が行っていた

工業所有権制度改正審議室
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は、私の前任者も留学から帰

ってきて1年間勤務していま

して、その後、私も1年だっ

たので、その後もだいたい1

年の勤務期間ということにな

ってしまいました。

家族には全部決まってか

ら、もう「行きます」と言っ

て相談したら「ああ、そうな

の」と言われてそれでおしま

いになってしまい、楽でした。

【幸村】 いいですね、数か月

もあれば。僕の場合は確か3

週間くらいでした（笑）。

池田さんはどうですか。

【池田】 私は今「採用から勤

務までに6か月間もいただけ

るなんてうらやましい」と思

って聞いておりました。私の

所属していた事務所は人数が

5名の事務所でして一人抜け

ると大きな穴をあけることに

なりますので、事務所の業務

から離れることについてはか

なり迷いました。私の事務所

ではしばらく新しい弁護士を

採用していなかったのです

が、私が金融庁での勤務を開

始した年には新しい弁護士を

採用することになったので、

この機会に、事務所の業務か

ら離れることとさせていただ

こうと考えました。

勤務開始日については、大

変戸惑いました。私は金融庁

のホームページを見て応募し

たのですが、ホームページで

応募締め切りと勤務開始時期

の関係を見ると1か月半くら

いしかなく、このような短い

期間では自分が担当している

業務を引き継ぐ等して金融庁

で勤務を開始するのは無理な

のではないかと思いました。

採用していただけるとして、

何とか交渉をすれば夏前くら

いまで勤務開始を待っていた

だけるのではないかとも思い

ましたが、それでも苦しいと

思っておりました。

私は、確か2月の終わりこ

ろに応募したのですが、3月

の初めころに面接をしていた

だき、その際にはいろいろ考

えた結果、5月末くらいに勤

務を開始したいとの希望を申

し上げました。ただ、結局希

望より早い勤務開始となって

しまい、5月の連休明けから

ということで勤務をスタート

しました。3月の初めに採用

が内定してからですと勤務開

始まで約2か月であり、私に

とってはかなり負担でした。

事務所との関係では、おそ

らく1人業務から離れると事

務所はかなり大変であろうと

思いましたので金融庁に応募

する前に、事務所にその旨を

伝えました。他のメンバーは

正直なところ、かなり困惑し

ておりました。それでも、い

ろいろ説得しまして、応募さ

せていただきました。事務所

のメンバーはすごく理解があ

る方々で、何も文句等は言わ

ずやりたいことをやればいい

ということで快く送りだして

くれました。

顧客との関係では、業務を

離れることを惜しんでくださ

った方も多く、中には突然業

務を離れることでご迷惑をお

かけすることとなるにもかか

わらず、やりたいことをやれ

ること等を喜んでくださった

方もいらっしゃいました。顧

客にはいい方が多かったので

すが、それだけに後ろ髪引か

れる思いがしたり、本当に顧

客に申し訳ないという思いで

業務を離れました。もちろん、

顧客から依頼を受けている事

件等の引き継ぎ自体は大変で

したが、人的なつながりに後

ろ髪引かれる部分も大きかっ

たと思います。

事務所との関係は、先ほど

述べたことからおわかりいた

だけると思いますが、良好で

はありましたが、今扱ってい

る業務を活かせるのかといっ

たことを考えると、戻るかど

うかも決めかねております。

いろいろ大変ではありまし

たが、それでもやはり思い切

って応募してよかったとは思

っております。

なお、あまり人のことを言

うのもどうかとは思います

が、私の友人はもっと大変だ

ったようでした。3月に内定

をいただいて4月の初めから

勤務を開始されており、事務

所の残りのメンバーがかなり

大変だったようです。このよ

うなお話をきいて、まだ私は

恵まれていたなと思うことに

しています。

【幸村】 池田さんのいた事務

所は非常にいい事務所だった

んですね。その辺りについて、

送り出す事務所の側はどのよ

うにお考えでしょうか。

【増田】 先ほどもプロフェッ

ショナルだと申しましたが、

そうすると現在やっている仕

事、それからその依頼者の方

に対しての責任というものが

36
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あるわけですからね。だから

それなりの導入というか、ト

ランジションのピリオド、時

間がないとやはり困るなと。

ただ逆に何か月あればいい

ということではないのです

が、本人が自分の仕事を他人

に引き継ぐためにどれだけ必

要かということは、やはり考

えるべきだろうと思います

し、その範囲内で合理的な期

間をとってあらかじめ言って

もらえれば、私どもの事務所

だったら対応はできるし、ま

たもともと留学に行く人も行

かない人もそれはあると思い

ますが、けっこう留学で人が

出て行くということはパート

ナーサイドは認識しています

ので、そういった意味で時間

さえあればそれなりの対応は

可能かなと思いますが。

【幸村】 今はどれくらいの間

隔を置いて採用の募集をかけ

ているのでしょうか。

【鈴木】 できるかぎり準備期

間を取っていただくようには

しているんですが、ただ仕事

の流れと言いますか、実際に

就いてもらう仕事との関係が

一番大きいですね。例えば、

この時期ですと、もう来年の

通常国会に出すための法案の

改正作業が始まっているわけ

です。そういう意味では明日

にでも来て手伝ってほしいと

いう感じになっているような

状況ではないかと思います。

そうは言っても、基本的に

は先ほど弁護士さんがおっし

ゃったように、今自分がやっ

ている仕事があると思います

ので、そこを引き継ぐ期間く

らいは何となく大丈夫かと思

います。平均的にいうと、だ

いたい1か月くらいで来てい

ただける方はそんなにいない

と思います。逆に言えば2か

月前後かかる方がだいたい多

いのかなという気がします。

【幸村】 これまでは、任官す

るまでのお話を伺いました

が、次は行政任官したら、結

局どういうことになるのだろ

う、例えば給与等の待遇とか、

その辺りについて、テーマを

移したいと思います。

私の場合には国家公務員上

級職と同じでしたが、今の任

期付公務員だとどんな感じな

のでしょうか。

【小島】 人事と給与を金融庁

で担当しています、小島と申

します。ご質問の件ですが、

正直申し上げましてなかなか

言いづらいところが多々ござ

います。弁護士の先生方には

「特定任期付職員」という形

で我々は採用させていただい

ているのですが、給与の面で

言いますと、号俸が1号俸か

ら7号俸までございます。当

然ながら我々のような一般職

よりは給与は高いベースにな

っているのですが、一般に、

1～3号俸が課長補佐クラスと

言われています。

実際問題、各省がどういう

運用をしているかと言います

と、はっきり申し上げてわか

りません。これは各省に運用

が任されております。特に弁

給与等待遇 

護士の方の採用に関して、い

くらの号俸をつけているかと

いうのは、高い省庁もあれば

低い省庁もある。それは採用

するポストとの兼ね合いで一

定の基準を設けて格付けして

おられると理解しておりま

す。

ちなみに金融庁の場合を申

し上げますと、いま二十数名

の弁護士の方がおられます。

特定任期の場合はいろいろな

要因を加味して格付けをする

のですが、前年年収を保持す

ると言いますか、担保するこ

とは弁護士さんの世界ではほ

とんど不可能です。はっきり

申し上げまして、何千万円と

いう収入を得られている方が

おられますので、申し訳ない

のですがそこは加味できませ

ん。それをやりますと人件費

予算がパンクしてしまいま

す。

一つの尺度として何を持っ

ているかと言うと、司法修習

を終わられて、弁護士登録さ

れてからの弁護士業務に従事

していた年数。これをベース

に決めさせていただいており

ます。だいたい今運用してい

る一番メインの号俸として

は、3号俸が多いのではない

かと思っております。ちなみ

に3号俸ですと年収がベース

で引きますと900万円強です。

（平成18年4月1日から850万円

強となっている）

そんな感じですが、特定任

期の給与というのは、年俸制

のような仕組みになっていま

す。要するに、採用時に1度

格付けをされますと、在職期
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間中はその号俸を上げること

が基本的にはできないという

形になっていますので、例え

ば2年おられても900万円は

900万円で変わらないという

形になります。

もう一つあるとすると、実

は金融庁でお勤めいただいた

先生方もおられて十分承知さ

れていると思いますが、金融

庁は法案を何本も出している

こともありまして、非常に人

使いが荒いところがあり、深

夜まで平気で勤務をさせるよ

うなところがございます。そ

うしますと、普通であれば

我々の世界で言うところの超

過勤務手当というのが支払わ

れるのですが、この給与体系

には超過勤務手当がありませ

ん。ですからいくら平日の夜

2時、3時まで一生懸命法律を

書いていただいたりチェック

していただいても、制度的に

お支払いできません。

制度に関して要望は言わせ

ていただいているのですが、

なかなか制度所管の人事院さ

んにとっては、これが精一杯

ですという感じです。おおむ

ねそんな感じです。

【幸村】 いま金融庁さんのお

話があったのですが、どうで

しょう。伊藤先生と太田先生。

その辺は差し支えのない範囲

で結構なんですけれど教えて

頂けませんでしょうか。

【伊藤】 公正取引委員会の場

合も確か3号俸あたりがたぶ

ん基準になっていたと思いま

す。おそらく経験なり知識を

加味してという話はあったと

思うのですが、かといって、

ではどういうふうに加味する

のかという問題があるわけ

で、号俸に関してはおそらく、

当時入局していた弁護士はす

べて同じように扱われていた

のではないでしょうか。

私自身のことを言うと、弁

護士時代に比べ、確かに収入

が下がる面があるのはあるん

ですが、独身だったこともあ

って、あまり収入がどうこう

というのは、私自身そんなに

気にはしませんでした。公正

取引委員会にいるときも、よ

く役所の方から、十分な給与

を支払えないからなかなか弁

護士が採用できないみたいな

話をお聞きしたこともあった

んですが、私個人の感覚から

言うと、そんなに給与どうこ

うで来たり来なかったりとい

うことは、それほどないんじ

ゃないかなとも思います。ど

ういう仕事をするかとか、あ

るいはどういう知識が得られ

るかとか、どういう場面を見

たいとか、むしろそういうと

ころのほうが重要なことのよ

うに思います。私自身も給与

自体は何号俸かというのは言

われたかと思いますが、そん

なに厳密に、役所に入るまで

見なかったですね。入ってか

ら実際に給与明細を見て、こ

んなものかという感じでし

た。

ただし、これは独身だった

からということもあると思い

ます。ご家族がいて、例えば

住宅ローンがあるということ

であれば、そうは言っていら

れないと思います。

あとはお金の問題から言う

と、おそらく一般的な公務員

との比較で言えば、この号俸

自体も十分高いわけです。し

かも弁護士のときとくらべて

逆に出ていくものは少ないの

です。弁護士をしていると、

お客さんとのお付き合いがあ

り、一緒に飲みに行ったりと

いう形でお金が出ていく場面

が多いんですが、公務員をし

ているとそういう場面は少な

くて、部内で飲んだり役所内

で飲んだりということはある

にしても、そんなに大きなお

金が出ていくことはありませ

ん。

これらを勘案すると、私は

全体として見るとそんなに生

活レベルは変わらなかったな

というのが正直なところで

す。これはそれまでどういう

生活をされているかというこ

とも関係するでしょうし、年

齢的なものも関係するかもし

れませんが、私自身の感想で

はそんなに不自由はなかった

ように思います。

【太田】 私がいた特許庁は、

たぶん他の省庁さんと比べ

て、多少高めだったかなとい

う個人的な感触は持っていま

す。それはたぶん予算で特許

庁は特許特別会計という特別

会計になっているからではな

いかと勝手に想像しているん

ですが。

ただ高めと言っても弁護士

時代からすると、やはりかな

り下がってしまうのは間違い

ないです。もっとも、いま伊

藤さんがおっしゃったよう

に、生活レベルからするとほ

とんど変わらないという感触
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を持っていました。それはた

ぶん二つありまして、一つは

食事代がかからない。私たち

弁護士は普通、学校時代は別

として社食みたいなものはな

いわけです。ところが昼ごは

んは200円とかそういう値段

で食べられると。夜ごはんも

下がやっているところであれ

ば150円とか、そういうとこ

ろで残業していても食べられ

るということで、忙しくなる

とほとんどお金を使いませ

ん。1万円札が1週間くずれな

いような時期もありました。

それが当たり前だと官庁の方

からはお叱りを受けるのかも

しれませんが、生活レベルは

それほど圧迫を受けることは

私もありませんでした。

あとは飲みに行ったらお金

は出ちゃうんですが、お付き

合いで高額紙幣が消えていく

とか、気がついたらなくなっ

ているとか、そういうことが

ないです。そういう点も含め

て、生活としてはそれほど心

配しなくてもよかったかなと

いう気がしています。

住宅ローンがなかったせい

もありますが、生活としてそ

れほど大変だったということ

は正直、ありませんでした。

【幸村】 いまお二方がおっし

ゃったように、公務員をやっ

ている間はそんなに飲みに行

かなくて、あとは夜が遅くて

もタクシー券が出ることもあ

るので、固定費があるときつ

いのだけれど、変動費だけで

済ませている人だったら、も

うほとんど十分やっていける

ということですかね。

増田先生、事務所のほうか

ら何か援助とか、もちろん在

職中は何もできないのです

が、何かそういうことはある

んでしょうか。

【増田】 そうですね。私ども

の事務所の場合、ケースバイ

ケースで判断しています。在

職中に払うということはもち

ろんしませんが、行く前、な

いし帰ってきてから若干お支

払いするというケースもあり

ます。

【増田】 ちょっと今の話と違

うんですが、お聞きしていて

素朴な疑問がわいてきたんで

すが、公務員の方というのは

多くの方が公務員住宅という

か官舎にお住まいだと思うん

ですが、任期付公務員になっ

た場合には官舎に入ろうと思

えば入れるんですか。

【鈴木】 入れます。

【小島】 金融庁の事情を申し

上げますと、官舎をお世話し

ている弁護士先生の方は何名

かおられますが、事情は非常

に悪いです。「古い」「汚い」

「遠い」。これがセットで来る

ようなものでして。採用のと

きに官舎をご希望されるとき

には、ご提示はさせていただ

きます。ただ、例えば東京23

区内で何平米程度のものをお

願いしますと言われても、ほ

とんど手に入らないような状

態です。ご家族がいなければ

ですが、ワンルームタイプの

単身赴任型というのがありま

官舎について 

すので、そういうところのほ

うがまだお世話しやすいので

はないかと思っています。金

額が安い分だけ、施設の条件

が非常に悪いというところで

す。

【幸村】 池田さんは地方から

東京にいらしているんですよ

ね。今はどうされていますか。

【池田】 私は自分で借りてお

ります。東京の事務所からこ

られている人はご自分で借り

ている方が多いように思いま

す。

私の場合は官舎を提示して

いただきました。新しくて比

較的通勤も便利な恵まれた官

舎を紹介していただいたので

すが、採用当日にしか入れな

いということ等もありまし

て、結局自分で借りることと

いたしました。私は5月9日か

らの勤務でしてゴールデンウ

ィークに引っ越しをすること

を予定していたのですが、こ

の予定では、夏ぐらいまでは

本格的に引っ越しや片付けが

できないのではないかと思い

ました。これは「めぐり合わ

せ」のようなもので官舎には

縁が無いから諦めようと思い

まして、自分で借りておりま

す。

【幸村】 そうですか。家の話

だと、遠いとか近いとかって、

勤務時間との関係で気になる

ところですが、朝何時から行

って夜何時くらいまでいるの

が多いのでしょうか。
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【鈴木】 基本的な勤務時間は

午前9時半から午後5時45分で

す。（関係法令等の改正によ

り、平成18年7月1日から9時

30分から18時15分となってい

る）

【幸村】 その「基本的な」と

いうところがたぶんポイント

なんだと思うんですけれど。

通常の、一般的な感じはどう

いう感じなんでしょうか。

【鈴木】 そうですね。それは

年がら年中ということではな

いと思いますけれど、忙しい

時期には朝の3時、4時とかで

すね。そういうふうになる場

合もあります。特に法案作成

なんかを担当なさっている

方々は、期限が迫ってくると

きがあるんですね。来週の何

曜日の閣議にかけなければな

りませんと言われると、法制

局との調整もあるし、あるい

は幹部から「いや、これはこ

うじゃないから直したほうが

いい」と言われる場合もある

でしょうし。そうしますと、

どちらかというと徹夜状態に

なる時期もあると思います。

そういう時期を除いても、電

車で帰れる日というのはあま

りないですよね。

【伊藤】 勤務時間の関係で公

正取引委員会の場合は、おそ

らくそこまでは激しくないん

じゃないかなという気がしま

す。だからたぶん役所によっ

てかなり違うんじゃないかな

勤務時間について という感じを持っています。

私の場合ですと、例えば終電

まで仕事をしたことはないで

すね。むしろ8時とかで帰る

ことも多かったです。

もちろん同じ役所内でも部

署によっては非常に忙しいと

ころがあって、12時とか1時

まで仕事というのはありまし

たけれど、そんなに極端に遅

くまでということは、私の場

合は少なくともなかったと言

えると思います。

もう一つは、これは弁護士

の仕事とちょっと違う点だと

思いますが、やはりみんなで

やっているという感じがある

んですね。何かプロジェクト

を多くの人間でやっていると

言うか、かなりそれに近いも

のがあって、それこそ言い方

はおかしいですけれど、一つ

の文化祭のプロジェクトをみ

んなでやっていくときに、そ

れは最後詰めになればみんな

徹夜してちょっと頑張ろうと

いうような話になると。そう

いうイメージで、例えば一人

で仕事を延々と3時までやら

されるとかですね、そういう

イメージではなかったように

思います。

【幸村】 そうですよね。確か

に一人で黙々とやっていると

いうよりは、課の中で「これ、

ちょっとやっておいて」「わ

かりました」という感じで、

みんなでチームで動いている

感じがするので、そんなに遅

くまでいてつらいということ

はないですね。

【太田】 私が特許庁で勤務し

てよかったのは、法案策定の

ときは別にして、基本的に土

日は人がいないので出なくて

いいというのが、非常に楽だ

ったと思います。それから家

で仕事をしなくていい。秘密

保持問題もあって、家に仕事

をなかなか持ち帰らない。弁

護士も5年目くらいになると、

まあ、やり方によるのだと思

いますが、やはり土日は事務

所に出ていたり、家に持ち帰

ってやったりということがあ

ったのですが、そういう点で

省庁は遅くまでやっても、特

に問題はなかったですね。

一人で仕事をしていると、

もう自分のペースでやるので

本当に忙しくなると根をつめ

て何十時間とかそういうこと

があるんですが、先ほど伊藤

さんもおっしゃったように、

国会の際の待機なんかは6時

間くらい待っていたりとか、

そういう中身の薄い時間もあ

りました。ただ、やはり勤務

時間はかなり長いことは確か

で、終電くらいまで仕事をし

ていることが私も多かったで

すし、国会の時期になると何

日か泊まるみたいなこともあ

りました。

ただ、私自身の個人的なこ

とを言いますと、私は歩いて

いける距離に家がありました

ので、こっそり朝シャワーを

浴びたりとか、いろいろそう

いう工夫をしていました。

（次号につづく）




